
平成 27 年度 第３回 神奈川県強度行動障害支援者 
養成研修【基礎研修】 募集案内 

 

平成 27 年度の第３回強度行動障害支援者養成研修【基礎研修】は、

次により実施します。 

 

 

 

 

カリキュラム・申込方法など詳細については、以下 
「平成 27 年度第 3 回神奈川県強度行動障害支援者研修【基礎研修】実施要領」

をご覧ください。 
なお、第 3 回は、当初募集した研修において定員を大幅に超える申込があったた

め、追加実施するものです。 
 

 

 

平成 27年度 第３回 神奈川県強度行動障害支援者養成研修 

【基礎研修】実施要領 
 

１ 目的 

行動障害を有する者のうち、いわゆる「強度行動障害」を有する者は、自傷、他害行為な 

ど、危険を伴う行動を頻回に示すことなどにより、日常生活に困難が生じているため、現状 

では事業所での受入れが消極的であったり、身体拘束や行動制限などの虐待につながる可能 

性も懸念されるところです。 

一方、障害特性の理解に基づく適切な支援を行うことにより、強度行動障害が低減し、安 

定した日常生活を送ることができることが知られています。 

  このため、強度行動障害を有する者に対して、適切な支援を行う職員の人材育成を目的と 

 する強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を実施します。 

 

２ 実施主体 

神奈川県   「社会福祉法人 横浜やまびこの里」に事業委託して実施します。 

 

３ 日程・会場・研修カリキュラム等 

別紙 「平成 27年度神奈川県強度行動障害支援者養成研修【基礎研修】カリキュラム 

（第３回）」のとおり。  

 

４ 定員 

  １００名  

 

 

 

第３回   平成 2８年 ３月７日(月)～平成 28 年 ３月８日(火) ２日間 
 



５ 受講対象者 

  次の（１）から（３）の要件を全て満たす者 

（１） 県内の障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施

設のうち、「施設入所支援」、「共同生活援助」、「短期入所」での業務に従事してい

る者（予定のある者も含む）。もしくは、県内の児童福祉法に基づく 指定障害児入

所施設 での業務に従事している者（予定のある者も含む）で、特に「知的障害」も

しくは「精神障害」のある方への支援を行っている者 

（２） ２日間すべての日程を受講できる者 

（３） 所属している法人の推薦を受けた者 

※ 第３回は、平成 27 年度障害福祉サービス等の報酬改定において見直された「重度

障害者（児）支援加算」の対象となる事業所に対して実施いたします。 

 

６ 受講者の推薦・申込み 

（１） 推薦・申込について 

・ 定員に限りがあるため、１法人 ３名まで の申込とさせていただきます。 

・ 別紙「平成 27 年度第３回神奈川県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）受講

推薦及び申込書」に必要事項を記載の上、「申込書類確認書」を添えて 法人でまと

めて 申込（送付）ください。 

・ なお、申込書の 法人内優先順位は必ず記載 ください。法人内優先順位が未記載の

場合や不適切な記載の場合（法人内優先順位１位が複数いる等）については、受講

を見送りとさせていただきます。 

・ 平成 27年４月に県・政令市・中核市に提出した 重度障害者（児）支援加算等に係

る届出書のコピー（Ａ４サイズ）を必ず添付 してください。 

※届出書を提出している事業所のみ。 

 

 

≪介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の様式≫       

サービス種類 様式番号 届 出 様 式 名 

施設入所支援 別紙 12-2 

重度障害者支援加算（Ⅱ）に関する届出書（兼・

平成 27 年度強度行動障害支援者養成研修(基礎研

修)受講計画書） 

共同生活援助 別紙 24-2 
重度障害者支援加算に係る届出書（兼・平成 27年

度強度行動障害支援者養成研修等受講計画） 

短期入所 別紙 35 重度障害者支援加算（短期入所） 

≪指定障害児通所支援事業所等給付費算定に係る体制等に関する届出書の様式≫ 

障害児入所施設 

(福祉型・医療型) 
別紙 8-2 

重度障害児支援加算（新規追加分）に関する届 

出書 

 

（２） 申込様式 別紙様式  

    ※ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ（ＵＲＬ： 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）」の「書式ライブラリ」→「７． 

研修会・説明会等のお知らせ（県内共通）」→「１ サービス管理責任 

者研修・児童発達支援管理責任者研修・相談支援従事者研修等のお知ら 

せ」に掲載します。 

 

 

 



（３） 返信用封筒の同封（受講決定等の通知に使用） 

・ 定形郵便用封筒（長形３号：Ａ４版用紙三つ折りが入るサイズ）を使用してくださ

い。 

・ 92円切手を貼付してください。 

・ 法人代表者宛てに宛名を記入してください。（宛名は○○御中又は○○様としてく

ださい。） 

 

（４）申込方法 郵送 

※ファクシミリ、電子メール及び電話による申込は受付けません。 

 

（５）申込期限 平成 27年 12月 25日（金）（当日消印有効） 

 

（６）申込先  〒２２４－００２４ 

        横浜市都筑区東山田町２７０番地 

        社会福祉法人 横浜やまびこの里  

研修事務局  神田・山本・小林 

 

※お手数ですが、封筒表面余白に「強度行動障害支援者養成研修（基礎研

修）申込書在中」と記載願います。 

 

７ 受講者の決定 

○ 定員を大幅に上回った場合は、「重度障害者（児）支援加算」の届出をしている事業

所を優先とします。加えて、推薦された方の中から、法人内優先順位を勘案し、申込

の内容を審査した上で決定します。（先着順ではありません。） 

○ なお、「行動援護従業者養成研修」及び「重度訪問介護従業者養成研修行動援護支援

課程」を修了していない方を優先して選考対象とします。 

○ 受講決定については、各法人あてに通知をまとめて送付します。 

※受講決定通知後、受講者の変更はできませんのでご留意ください。 

 

８ 修了証書の交付、修了者名簿の管理 

○ 本研修の全日程（２日間）を修了した方に、修了証書を交付します。 

○ 県は研修修了者名簿（修了証書番号、氏名、生年月日、所属等）を管理します。 

 

９ 受講料及び資料代 

  受講料は無料です。ただし、受講に必要な 教材費等 6,500 円 は、資料代として 

受講者負担とします。（支払方法等詳細は、受講決定通知とともにご案内します。） 

※会場までの交通費その他についても、受講者負担とします。 

                                   

10 その他 

○ 遅刻及び早退は欠席とみなします。修了証書を交付できませんので、ご注意くださ

い。通勤時間帯による混雑や天候等を考慮の上、余裕を持ってご来場ください。 

○ 著しく受講態度が悪く（私語、居眠り、携帯電話の使用等）、繰り返し注意された方

には修了証書を交付できませんので、ご注意ください。 

○ 受講にあたり、手話通訳、点字教材、身体障害者用駐車場等を必要とする方は、   

受講申込書の所定欄に記載してください。 

○ 来場の際は、公共交通機関を利用してください。 

 

 



 

11 研修に関する問い合わせ先 

 （本研修の申込手続き等に関する問い合わせ先） 

 

 

  

 

 

 

 

（研修制度に関する問い合わせ先） 

 

 

 

社会福祉法人 横浜やまびこの里  

〒２２４－００２４  横浜市都筑区東山田町２７０番地 

電話  ０４５（５９１）２７２８ 

            ﾌｧｸｼﾐﾘ ０４５（５９１）２７６８ 

研修事務局 神田・山本・小林 

神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課 

〒２３１－８５８８   横浜市中区日本大通１ 

             電話  ０４５（２１０）１１１１ 内線４７２１ 
ﾌｧｸｼﾐﾘ ０４５（２０１）２０５１ 

地域生活支援グループ  佐藤（幸）  



　　　＜　別　紙　＞

日程 時間 種別

9:10～9:30

9:30～9:40

10:55～11:05 休憩

12:05～13:05 休憩

15:15～15:25 休憩

16:25～16:35 休憩

18:05～18:10

日程 時間 種別

9:05～9:20

11:20～11:30 休憩

12:40～13:40 休憩

15:10～15:20 休憩

16:20～16:45

2日目
3月8日
(火)

※カリキュラムは、講師等の都合により変更されることがあります。

「お互いに共有しよう～記録と情報共有～」
情報収集とチームプレイの基礎（２）

受付

「みんなでやろうよ～チームプレイの大切さ～」
支援の基本的な枠組みと記録

「知ることから始めよう～根拠を持って支援する～」
情報収集とチームプレイの基礎（１）

講義

事務連絡・修了証書授与・閉会

講義名

13:05～14:15

12:00～12:40

11:05～12:05 講義 「私たちのこと知ってほしい～自閉症について～」
強度行動障害とは(2)

9:20～9:50

「ボクらの世界とのつながり方～環境を整える事の大切さ～」
構造化

会　場：横浜市技能文化会館

「行動障害のある人の暮らしを支えるために」
強度行動障害とは（１）

演習 「わかりにくいんです。～伝わりにくさを体験しよう～」
固有のコミュニケーション（１）

演習

講義

演習

講義 「支える仕組み～制度理解のヒント～」
強度行動障害と制度

事務連絡・終了

「本当の理由を考えよう～氷山モデルで考える～」
行動障害の背景にあるもの（２）

講義名

14:40～15:10

9:50～11:20

講義

演習

16:35～18:05

15:25～16:25

受付

10:10～10:55

「やりやすくする～整えられた環境での活動～」
固有のコミュニケーション（２）

9:40～10:10 講義

開会・ガイダンス

昼食・休憩

14:15～15:15

講義 「その時あなたはどうしますか～虐待・身体拘束・行動制限の予防は支援に質の向上から～」
虐待防止と身体拘束

「医療と一緒に～医療と福祉の連携～」
強度行動障害と医療15:20～16:20 講義

講義

13:40～14:10

「支援の現場から～事例紹介～」
実践報告①

1日目
3月7日
（月）

平成27年度　神奈川県強度行動障害支援者養成研修【基礎研修】カリキュラム（第3回）

演習 「私たちが困っていること～感覚の違いを体験しよう～」
行動障害の背景にあるもの（１）

11:30～12:00

「支援の現場から～事例紹介～」
実践報告②

昼食・休憩

14:10～14:40

演習



横浜市技能文化会館 会場案内図 

 
■住所 

〒231-8575  横浜市中区万代町２丁目４番地７ 

TEL 045-681-6551  

 

■交通機関 

JR京浜東北線・根岸線 関内駅下車 南口から徒歩５分 
横浜市営地下鉄ブルーライン （伊勢佐木長者町駅）出口２から徒歩３分 

 

 



参考資料 

 

「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）」及び 

「行動援護従業者養成研修」,「重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程」 

に係るＱ＆Ａ 

 

（強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）と（実践研修）） 

 

 

 

（答） 

ア 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）は、強度行動障害を有する方

への 適切な支援を行う職員 の人材育成を目的としています。標準カリキュ

ラムとして、講義（６時間）及び演習（６時間）で構成されています（計

12時間）。 

イ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）は、強度行動障害を有する方

への 適切な支援計画を作成することが可能な職員 の育成を目的としていま

す。標準カリキュラムとして、講義（４時間）及び演習（８時間）で構成

されています（計 12時間）。 

ウ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の受講対象者は、強度行動障

害支援者養成研修（基礎研修）の修了者及び重度訪問介護従業者養成研修

行動障害支援課程の修了者となります。 

 

 

（強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）と重度訪問介護従業者養成研修行

動障害支援課程） 

 

 

 

（答） 

 ア 両研修は、同じカリキュラムであるため、重度訪問介護従業者養成研修

行動障害支援課程の修了者は、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

を修了している取り扱いとなります。また、逆も同様です。 

 イ したがって、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程の修了者は、

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を受講する必要はありません。 

 

 

問１ 「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」と「強度行動障害支援者

養成研修（実践研修）」とは、どのような関係にあるのか。 

 

問２ 「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」と「重度訪問介護従業者

養成研修行動障害支援課程」とは、どのような関係にあるのか。 

 



（行動援護従業者養成研修と強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）及び

（実践研修）） 

 

 

 

 

（答） 

 ア 必須ではありません。「行動援護従業者養成研修」は、「強度行動障害

支援者養成研修（基礎研修）」及び「強度行動障害支援者養成研修（実践

研修）」と同じカリキュラムとなっているためです。 

 イ ただし、平成 26 年度以前に「行動援護従業者養成研修」を修了した者に

ついては、改めて研修を受講する必要はありませんが、カリキュラムが見

直されたことに伴い、行動障害を有する者が重度訪問介護を利用するに当

たっては、事前に行動援護従業者等によるアセスメントや環境調整を経る

必要があることとされたことから、強度行動障害支援者養成研修（基礎研

修及び実践研修）を受講することが望ましいとされています。   

 （平成 27 年３月６日厚生労働省障害保健福祉関係主管課長会議資料） 

 

 

                           （厚生労働省資料） 

問３ 「行動援護従業者養成研修」を修了しているが、「強度行動障害支援者

養成研修（基礎研修）」及び「強度行動障害支援者養成研修（実践研

修）」を受講修了する必要があるか。 
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